
吹田市 福祉部 福祉指導監査室

障がい事業者担当

令和７年度集団指導

指定障害福祉サービス事業者の
適切な運営について

（短期入所）



第119条 指定短期入所事業者は、入所又は退所に際しては、指定短期入所事業所の名称、入所又は退所の年月日
その他の必要な事項（以下この章において「受給者証記載事項」という。）を、支給決定障害者等の受給者証に
記載しなければならない。
２ 指定短期入所事業者は、自らの指定短期入所の提供により、支給決定障害者等が提供を受けた指定短期入所の
量の総量が支給量に達した場合は、当該支給決定障害者等に係る受給者証の指定短期入所の提供に係る部分の写し
を市町村に提出しなければならない。

入所又は退所に際しては、利用者の受給者証に、事業所の名称、入所又は退所の年月日等の必要な事項を

記載すること。

自らの事業所で、短期入所の支給量が上限に達した場合は、事業者記入欄の写しを、支給決定を行っている
市町村に提出すること。

【主な指導事項】

●受給者証の事業者記入欄に入退所の年月日等の必要な事項が記載されていない。

入退所の記録の記載等
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第120条 第１項、第２項（省略）

３ 指定短期入所事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、指定短期入所において提供される便宜に要する費用の
うち次の各号に掲げる費用の支払を支給決定障害者等から受けることができる。
（1）食事の提供に要する費用
（2）光熱水費
（3）日用品費
（4）前３号に掲げるもののほか、指定短期入所において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても
通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者等に負担させることが適当と認められるもの

４ 前項第一号及び第二号に掲げる費用については、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるところによるも
のとする。

５ 指定短期入所事業者は、第１項から第３項までの費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費
用の額を支払った支給決定障害者等に対し交付しなければならない。

６ 指定短期入所事業者は、第３項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者等に対し、
当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者等の同意を得なければならない。

サービスの提供に必要な物品について、すべての利用者に対して一律に提供し、その費用を画一的に徴収する

ことは認められません。費用を徴収する場合は、必ず、利用者に希望を確認し、同意を得てください。

費用を徴収する場合は、実費相当額の範囲内で徴収してください。

利用者負担額等の受領①
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（１）利用者の希望によって、身の回り品として日常生活に必要なものを事業者が提供する場合に係る費用
（例：タオル、歯ブラシ、おむつなど、個人が使用する日用品）

（２）利用者の希望によって、教養娯楽費等として日常生活に必要なものを事業者が提供する場合に係る費用
（例：クラブ活動や行事における材料費、入浴に係る費用など）

【主な指導事項】

●当該費用について、運営規程や重要事項説明書に定めていない。

●当該費用の徴収について、利用者に事前に十分な説明を行い、同意を得ていない。

●日用品等を利用者に対して一律に提供し、全ての利用者から画一的に費用を徴収していた。

●当該費用に係る支払いを受けたが、領収書を交付していない。

参照：厚生労働省通知（平成18年12月6日障発第1206002号）
「障害福祉サービス等における日常生活に要する費用の取扱いについて」

「その他の日常生活費」の具体的な範囲

利用者負担額等の受領②
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第70条 指定療養介護事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関す
る具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しな
ければならない。

２ 指定療養介護事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
３ 指定療養介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなけ
ればならない。

根拠法令による分類
・非常災害対策計画（厚生労働省令）
・消防計画（消防法）
・避難確保計画（水防法・土砂災害法・津波法）・・・対象事業所のみ

避難、救出、消火等の訓練を年２回以上実施

【主な指導事項】

●非常災害に関する具体的な計画（非常時の連絡体制や地震を含む自然災害を網羅した避難マニュアル

を含む）が策定されていない。

●定期的な避難、救出、消火、その他必要な訓練が行われていない。

●消火設備その他の非常災害に際して必要な設備が整備されていない。

非常災害対策について① ※療養介護の基準を準用
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平成29年、水防法等の一部を改正する法律（平成29年法律第31号）が施行され、洪水浸水想定区域
内等、又は土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者等は、「避難確保計画」の作成、避難
訓練の実施が義務付けられました。

河川氾濫等水害の浸水想定区域内、土砂災害警戒区域内にある事業所で、「吹田市地域防災計画」
に記載されている事業所が、避難確保計画作成の対象となります。

対象となる事業所は、吹田市ホームページ（ページ番号：1004231）
「水防法改正に伴う、要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・避難訓練の実施」に掲載さ
れています。避難確保計画のひな型も掲載されていますので、確認してください。

新規に指定された事業所につきましては、地域防災計画に反映されるまで、タイムラグが生じます
ので、「浸水想定区域」、「土砂災害警戒区域」、について吹田市、または大阪府のホームページ
から検索し、自身が所属する事業所が対象とならないか、確認してください。

対象区域内の事業所で、避難確保計画を吹田市に提出していない等、義務の履行ができていない事
業所の管理者は、早急に対応してください。

避難確保計画

非常災害対策について②

https://www.city.suita.osaka.jp/anzen/1017894/1017911/1004231.html
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第42条 指定居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
２ 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供に関する諸記録を整備し、当該指定居宅介護を提供
した日から５年間保存しなければならない。

事業者は、少なくとも次の記録については、サービスを提供した日から、５年以上保存しなければならない。
・サービス提供に関する諸記録
・居宅介護計画
・身体拘束等の記録
・苦情の内容等の記録
・事故の状況及び事故に際して採った措置についての記録

【主な指導事項】

●事業で必要な記録が整備されていない。

●サービス提供に関する諸記録が５年間保存されていない。

記録の整備 ※居宅介護の基準を準用



福祉型短期入所サービス費（Ⅰ）又は（Ⅲ）については、日中においても短期入所サービスを

提供した場合に算定可能。

生活介護や放課後等デイサービス等の日中活動サービスを利用した日は、（Ⅱ）又は（Ⅳ）

を算定する。

※ 短期入所で昼食を提供していない場合は、（Ⅱ）又（Ⅳ）を算定すること。

（昼食を提供した場合でも、日中活動サービス利用日は（Ⅱ）又は（Ⅳ）を算定すること。）
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短期入所サービス費について
福祉型短期入所サービス費（Ⅰ） 短期入所のみを利用する場合

福祉型短期入所サービス費（Ⅱ） 日中活動サービスと併せて利用する場合

福祉型短期入所サービス費（Ⅲ） 短期入所のみを利用する場合（障がい児）

福祉型短期入所サービス費（Ⅳ） 日中活動サービスと併せて利用する場合（障がい児）

〇２泊３日の利用で、１日目の夕方から２日目の朝まで及び２日目の夕方から３日目の朝まで利用
⇒サービス費（Ⅱ・Ⅳ）を３日分算定

○２泊３日の利用で、１日目の朝から３日目の朝まで利用

⇒１日目及び２日目はサービス費（Ⅰ・Ⅲ）を、３日目はサービス費（Ⅱ・Ⅳ）を算定

算定例



利用者が定員を超過し、次のいずれかの基準に該当する場合は減算が必要です。

（1）１日の利用者数＞利用定員×110％

→ 当該１日について利用者全員につき所定単位数の70％で算定

（2）直近の過去３か月の利用者の延べ数＞利用定員×開所日数×105％

→ 当該１月間について利用者全員につき減算

● 恒常的に定員を超過する状態が続く場合は、利用定員を変更するなど適切な対応に努める
必要があります。
なお、利用定員を変更する場合には、運営規程の変更も必要です。

● 減算に該当しない範囲であっても、災害等の特別な事情のある場合などを除き、利用定員
を超える場合には、他の事業所を紹介する等により対応してください。・
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定員超過利用減算
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サービス提供職員欠如減算

人員基準上必要とされる従業者の員数を満たしていない場合には、利用者全員に
ついて減算を適用する必要があります。

【減算期間】

（1）人員基準上必要とされる従業者の員数が１割を超えて減少した場合

→ 人員欠如した月の翌月から人員欠如が解消されるに至った月まで

（2）人員基準上必要とされる従業者の員数が１割の範囲内で減少した場合

→ 人員欠如した月の翌々月から人員欠如が解消されるに至った月まで

【減算割合】

・減算適用１月目及び２月目・・・所定単位数の70％で算定

・減算適用３月目以降・・・・・・所定単位数の50％で算定



利用者が、個々のニーズに応じて良質なサービスを選択することができるよう、事業者は、障害
福祉サービス等情報公表システム（WAM NET）を通じて、情報公表対象支援情報（サービスの内容、
事業所の運営に関する情報、経営情報）を、吹田市へ報告しなければなりません。

システム上で、情報が未報告となっている事業所は、利用者全員について減算を適用する必要が

あります。

【減算期間】

情報公表対象支援情報に係る報告を行っていない事実が生じた月の翌月から、報告を行っていない

状況が解消されるに至った月まで

【減算割合】

所定単位数の５％を減算
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情報公表未報告減算

報告の期限（障害福祉サービス等事業者経営情報を除く）

・基準日（４月１日）以前において指定を受けている事業者については、毎年７月末まで

・新たにサービスの提供を開始する事業者は指定を受けた日から１月以内

障害福祉サービス等事業者経営情報の報告期限

・当該障害福祉サービス等事業者の毎会計年度終了後、３月以内

※経過措置として、令和７年度内に実施されるべき報告（令和６年１月1日から同年12月31日の期間中に開始した会計年度に
    関する報告）に限り、令和８年３月31日までに報告



感染症や災害が発生した場合であっても、必要な障害福祉サービス等を継続的に提供

できる体制を構築するため、業務継続計画の策定の徹底を求める観点から、以下の措置

が講じられていない場合、利用者全員について減算を適用する必要があります。

・感染症及び非常災害の両方の業務継続計画の策定

・当該業務継続計画に従い従業者に対する研修及び訓練の実施（１年に１回以上）

【減算期間】

減算が適用される要件に該当した月の翌月から、基準に満たない状況が解消されるに

至った月まで

【減算割合】

所定単位数の１％を減算

11

業務継続計画（BCP)未策定減算



以下の措置を講じていない場合、利用者全員について減算を適用する必要があります。

（１）身体拘束等を行った際の記録

（２）身体拘束適正化検討委員会の定期開催（１年に１回以上）

（法人単位での開催や虐待防止委員会と一体的に開催することも可能）

（３）身体拘束等の適正化のための指針の整備

（４）身体拘束等の適正化のための研修の実施（１年に１回以上）

【減算期間】

事実が生じた月の翌月から改善が認められた月まで

【減算割合】

所定単位数の１％を減算
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身体拘束廃止未実施減算



以下の措置を講じていない場合、利用者全員について減算を適用する必要があります。

（１）虐待防止委員会の定期開催（１年に１回以上）

（法人単位での開催や身体拘束適正化検討委員会と一体的に開催することも可能）

（２）虐待防止のための研修の実施（１年に１回以上）

（３）虐待防止担当者の設置

【減算期間】

事実が生じた月の翌月から改善が認められた月まで

【減算割合】

所定単位数の１％を減算
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虐待防止措置未実施減算



低所得者等の利用者に対して、施設内の調理室を使用して調理したもの又は第三者に

委託して施設外で調理されたものを提供する場合（クックチル、クックサーブ等）に、

以下の①から③のいずれにも適合する食事の提供を行った場合に、１日につき所定単位

数を加算できる。

① 管理栄養士または栄養士が、食事の提供に係る献立を確認していること。

② 食事提供を行った場合に、利用者ごとの摂取量を記録していること。

③ 利用者ごとの体重またはＢＭＩを、概ね６月に１回記録していること。
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食事提供体制加算

●短期入所における食事提供体制加算は、令和９年３月３１日までの経過措置となります。

●利用者が体重やＢＭＩの記録を拒んだ場合は、その旨を記録してください。ただし、利
用者への確認は、概ね６月に１回は必要です。

●１日に複数回食事を提供した場合でも複数回分の算定はできません。ただし、食材料費
は複数食分を利用者から徴収しても構いません。



【対象者の要件】

重度障害者支援加算（Ⅰ）・・・区分６かつ行動関連項目10点以上の者等 50単位/日
重度障害者支援加算（Ⅱ）・・・区分４以上かつ行動関連項目10点以上の者等 30単位/日

【体制その他要件】

➀ 対象者を受け入れた日は、加算（１）（Ⅱ）ともに算定可能（事前の届出不要）

② 強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）修了者若しくは、重度訪問介護従業者養成研修
行動障害支援課程修了者又は、行動援護従業者養成研修修了者が、強度行動障害支援者養成
研修（実践研修）修了者が作成した「支援計画シート」及び「支援手順書兼記録用紙」に基
づき支援を行った日はさらに、加算（Ⅰ）は＋100単位/日、加算（Ⅱ）は＋70単位

③ 上記を満たしたうえで、行動関連項目18点以上の者に対して、中核人材養成研修修了者
作成の支援計画シート等に基づき支援を行った場合は、上記に加えて＋50単位/日

※②③は加算の届出が必要
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重度障害者支援加算

※ 次ページ以降に、「支援計画シート」及び「支援手順書兼記録用紙」の参考様式をお示ししています。



支援計画シートの作成について

・支援計画シートの作成は有資格者（強
度行動障害支援者養成研修（実践研修）
修了者等）である必要があるため、作成
者を明記してください。

・加算の算定要件をいつから満たしてい
たのかを明確にするため、支援計画シー
トの作成日の明記してください。

「重度訪問介護の対象拡大に伴う支給決定事務等に係る留意事項について」
（平成26年３月31日障障発0331第８号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害
福祉課長発出）
「支援計画シート（例）」を引用
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支援手順書兼記録用紙の作成について
※この用紙の作成がなく、改善を求める
ことが多いです。

・「サービス手順」の内容は、支援計画
シートの内容を反映し､支援計画シートを
作成することができる有資格者があらか
じめ記入しておいてください。

・「チェック・様子」の内容は、実際に
サービスを提供した支援者（有資格者）
がサービス手順どおりに支援できたのか
どうかなどを記入し、サービスの提供の
記録とは別に、サービスの提供ごとに作
成する必要があります。

・支援内容や利用者の反応等は具体的に
記録に残し、定期的に再アセスメン
トする必要があります。 17
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【障がい福祉サービス等事業者のホームページ】

https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018719/1022381/index.html
（ホームページ内検索用ページ番号 1022381）

【障がい福祉サービス事業者等集団指導のホームページ】

https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018719/1022381/1039006.html
（ホームページ内検索用ページ番号 1039006）

＜参考＞

https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018719/1022381/index.html
https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018719/1022381/1039006.html
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